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１

営
力
向
上
計
画
の
認
定
が
得
ら

れ
た
中
小
企
業
者
等
は
、「
固

定
資
産
税
の
軽
減
」
措
置
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
「
認
定
さ
れ
た
経
営
力

向
上
計
画
に
基
づ
き
取
得
し
た
、
一
定

要
件
を
満
た
す
固
定
資
産
（
機
械
お
よ

び
装
置
）
に
つ
い
て
は
３
年
間
、
当
該

資
産
に
関
わ
る
固
定
資
産
税
が
半
額
に

な
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
固
定
資
産
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
る
地
方
税
（
市
町
村
に

納
め
る
税
金
）
で
あ
り
、
毎
年
１
月
１

日
に
所
有
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。
法
人
税
の
支
払
い
が
発

生
し
な
い
よ
う
な
赤
字
企
業
に
お
い
て

も
支
払
い
を
免
れ
な
い
税
金
で
あ
る
た

め
、
こ
の
減
税
は
赤
字
企
業
に
も
大
き

な
効
果
が
期
待
で
き
る
画
期
的
な
措
置

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

設
備
要
件
の
判
断
は 

工
業
会
等
が
行
い
証
明
書
を
発
行

　

固
定
資
産
と
い
え
ば
土
地
や
建
物
、

自
動
車
、
機
械
設
備
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ

経

す
る
と
思
い
ま
す
が
、
本
制
度
の
対
象

と
な
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
要
件
を
満

た
す
「
生
産
性
を
高
め
る
」
機
械
お
よ

び
装
置
で
す
。

①
販
売
開
始
か
ら
10
年
以
内
の
も
の

　

最
新
モ
デ
ル
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

販
売
開
始
か
ら
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
対

象
と
な
り
ま
す
。

②
旧
モ
デ
ル
比
で
生
産
性
（
単
位
時
間

当
た
り
の
生
産
量
、
精
度
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
効
率
等
）
が
年
平
均
１
％
以
上
向
上

す
る
も
の

　

当
該
設
備
を
製
造
し
て
い
る
メ
ー
カ

ー
の
一
世
代
前
モ
デ
ル
と
の
比
較
を
行

え
ば
よ
く
、
現
在
使
用
し
て
い
る
モ
デ

ル
や
他
の
メ
ー
カ
ー
の
設
備
と
の
比
較

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

生
産
性
向
上
の
基
準
と
な
る
指
標
に

つ
い
て
は
、「
単
位
時
間
当
た
り
の
生

産
量
」「
精
度
」「
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
」

な
ど
が
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
あ
く
ま
で
代
表
例
で
あ
り
、

設
備
製
造
メ
ー
カ
ー
の
様
々
な
機
能
に

対
す
る
創
意
工
夫
を
促
す
観
点
か
ら
、

実
際
の
指
標
の
選
択
は
メ
ー
カ
ー
に
一

任
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
１
６
０
万
円
以
上
の
も
の

　

取
得
金
額
が
１
６
０
万
円
以
上
の
も

の
が
対
象
で
す
。

　

以
上
①
〜
③
の
要
件
を
充
足
し
て
い

る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
は
、
申
請
書

を
提
出
す
る
中
小
企
業
者
等
で
は
な

く
、
製
造
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
組
織
さ

れ
る
工
業
会
等
の
業
界
団
体
と
な
り
ま

す
。
工
業
会
等
は
対
象
資
産
が
要
件
を

充
足
し
て
い
る
と
判
断
し
た
場
合
、

「
証
明
書
」
を
発
行
し
ま
す
。
中
小
企

業
者
等
は
こ
れ
を
製
造
メ
ー
カ
ー
を
通

し
て
入
手
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
認

定
が
得
ら
れ
て
い
る
機
械
お
よ
び
装
置

の
具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
製
造
業
に
お

け
る
レ
ー
ザ
ー
加
工
機
や
３
Ｄ
プ
リ
ン

タ
、
外
食
業
や
医
療
施
設
で
利
用
さ
れ

る
食
器
洗
浄
機
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
本

制
度
の
適
用
に
は
期
限
が
あ
り
、
平
成

31
年
３
月
31
日
ま
で
に
取
得
し
た
設
備

の
み
が
対
象
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必

要
で
す
。

自
治
体
に
は
認
定
書
の
写
し
・ 

証
明
書
の
写
し
な
ど
を
提
出

　

固
定
資
産
税
の
軽
減
措
置
を
受
け
る

た
め
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
手
順
を
経

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〈
購
入
の
場
合
（
図
表
１
）〉

①
経
営
力
向
上
計
画
策
定
時
に
設
備
を

決
定
し
、
設
備
を
製
造
す
る
メ
ー
カ
ー

を
通
じ
て
、
工
業
会
等
に
よ
る
証
明
書

を
入
手
す
る

②
経
営
力
向
上
の
た
め
に
取
得
す
る
設

備
の
種
類
を
記
載
し
た
申
請
書
と
そ
の

写
し
（
コ
ピ
ー
）
と
と
も
に
、
工
業
会

等
に
よ
る
証
明
書
（
原
本
）
を
添
付
し

て
、
主
務
大
臣
に
計
画
申
請
を
行
う
。

証
明
書
の
コ
ピ
ー
は
固
定
資
産
税
の
申

告
の
際
に
必
要
と
な
る
た
め
、
主
務
大

臣
に
提
出
す
る
前
に
必
ず
取
っ
て
お
く

③
主
務
大
臣
か
ら
計
画
認
定
書
と
計
画

申
請
書
の
写
し
が
交
付
さ
れ
る

④
固
定
資
産
税
の
申
告
の
際
に
は
、
納

税
書
類
と
と
も
に
計
画
認
定
書
の
写

し
、
計
画
申
請
書
の
写
し
、
工
業
会
等

に
よ
る
証
明
書
の
写
し
な
ど
を
自
治
体

に
提
出
す
る

〈
所
有
権
移
転
外
リ
ー
ス
の
場
合
（
図

表
２
）〉

①
経
営
力
向
上
計
画
策
定
時
に
設
備
を

決
定
し
、
リ
ー
ス
会
社
に
手
続
き
を
依

頼
す
る

②
リ
ー
ス
会
社
か
ら
リ
ー
ス
見
積
書
・

公
益
社
団
法
人
リ
ー
ス
事
業
協
会
が
確

認
し
た
固
定
資
産
税
軽
減
額
計
算
書
・

工
業
会
等
に
よ
る
証
明
書
が
送
ら
れ
る

③
経
営
力
向
上
の
た
め
に
取
得
す
る
設

備
の
種
類
を
記
載
し
た
申
請
書
と
そ
の

写
し
（
コ
ピ
ー
）
と
と
も
に
、
リ
ー
ス

会
社
か
ら
入
手
し
た
書
類
（
リ
ー
ス
見

積
書
や
固
定
資
産
税
軽
減
額
計
算
書
、

工
業
会
等
に
よ
る
証
明
書
等
）
を
添
付

し
て
、
主
務
大
臣
に
計
画
申
請
を
行

う
。
証
明
書
の
コ
ピ
ー
は
購
入
の
場
合

の
②
と
同
様 

④
主
務
大
臣
か
ら
計
画
認
定
書
と
計
画

申
請
書
の
写
し
が
交
付
さ
れ
る

⑤
リ
ー
ス
会
社
に
計
画
認
定
書
の
写
し

と
計
画
申
請
書
の
写
し
を
送
付
す
る

⑥
リ
ー
ス
会
社
が
自
治
体
に
納
税
手
続

き
を
行
う

　

な
お
、
所
有
権
移
転
リ
ー
ス
で
は
、

中
小
企
業
者
等
が
固
定
資
産
税
を
納
税

す
る
た
め
、
基
本
的
に
は
購
入
の
場
合

と
同
様
の
手
順
に
な
り
ま
す
。
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固定資産税軽減措置と
取引先へのアドバイス

図表１　固定資産税軽減措置の手続き（購入の場合）

図表２　固定資産税軽減措置の手続き（所有権移転外リースの場合）

主務大臣
（担当省庁）

中小企業
など工業会

③計画認定②計画申請

①証明書入手
④固定資産税　　　
　特例申請・納税（設備メーカーを

通じて入手）

工業会
証明書
（写し）

計画
申請書
（写し）

計画
認定書
（写し）

納税
書類

工業会
証明書

工業会
証明書

計画
申請書
（写し）

計画
申請書

計画
申請書
（写し）

計画
認定書
印

自治体

主務大臣
（担当省庁）

中小企業
など

工業会④計画認定

証明書送付

③計画申請

①手続依頼

②リース見積書・
軽減額計算書・
工業会証明書送付

⑤計画認定書（写し）
 ・申請書（写し）送付

⑥固定資産税　　　
特例申請・納税

（設備メーカーを通じて入手）

工業会
証明書
（写し）

計画
申請書
（写し）

計画
認定書
（写し）

納税
書類

工業会
証明書

計画
認定書
印

計画
申請書
（写し）

計画
申請書
（写し）

計画
申請書

軽減額
計算書
（写し）

リース
契約書
（写し）

軽減額
計算書

リース
見積書

自
治
体

リ
ー
ス
会
社

固
定
資
産
税
軽
減
の
制
度
と
手
続
き
を
押
さ
え
よ
う

　ここでは、経営力向上計画の認定による固定資産税
軽減措置と取引先の質問への回答法を解説します。
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